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サ高住の入居者が地域密着型デイサービスを利用したら
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■トラブルの原因はケアマネジャーの説明不足

事業者と利用者との間にトラブルが起こると、利用者や家族は「事業者を
選んだケアマネジャーの責任である」とケアマネジャーの責任を追及するケー
スが多々あります。しかし、制度上は利用者の意思で事業者を決めることに
なっていますので、ケアマネジャーは「事業者を選んだ利用者の自己責任」と
主張するのももっともです。

■ケアマネジャーが与えた経済的損害

本事例のように、ケアマネジャーの説明不足によって利用者が介護保険サービスの利用で不利益を被
った場合、ケアマネジャーはこの損害について賠償する義務が生じます。このような損害については、ケア
マネジャーが加入している損害保険で担保される場合がありますので、加入されている保険の代理店に
相談してみましょう。

しかし本事例のトラブルは、事業者のサービス上のトラブルではなく、制度上利用できないデイサービ
スを間違って勧めてしまったと考えると、ケアマネジャーの説明不足が原因のトラブルといえるでしょう。
ケアマネジャーは、Ｂさんの住民票がどこにあるのかを確認したうえで、利用可能な地域密着型デイサー
ビスを勧めるようにしなければなりません。

■住所地特例が使える場合がある

さて、Ｂさんは本当に住民票外地域の地域密着型デイサービスを利用できないのでしょうか？地域密着
型サービスは、事業所が所在する市町村の被保険者しか利用できないとされていますが「住所地特例」と
いう制度があります。他の自治体の施設に入所した場合は、住民票を異動してサービスを利用するのが
一般的ですが、住民票を異動しなくても、申出書を提出し認められれば地域密着型サービスが利用できる
というものです。2015年の介護保険制度の改正で、住民票の異動がなくても住所地特例が認められるよう
になったため、Ｂさんはこの制度を使って、地域密着型デイサービスを利用する事も可能です。

ただし、住所地特例が使える地域密着型サービスは限定されていることと、サ高住が特定施設の指定を
受けている必要がありますから注意が必要です。

地域密着型とは
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■デイサービスの介護報酬請求が返戻？

２カ月前にサービス付き高齢者向け住宅に入居したＢさんは、サ高住事業者のケアマネジャーの勧めでデ

イサービスを利用することになりました。ケアマネジャーから３つのデイサービスの資料をもらい、家族で相

談した結果、地域密着型のＨデイサービスを利用することにしました。利用を開始して２カ月が経過した時、

デイサービスからケアマネジャーに「Ｈさんの利用料の介護報酬請求が返戻になってしまった」と連絡があ

りました。原因を調べると、デイサービスもサ高住も所在地はＷ市であったが、Ｂさんは住民票を移しておら

ず、住居は隣町のＭ市だったので地域密着型デイサービスは利用できなかったのです。 ケアマネジャー

はデイサービスに対して、「デイサービスを選んだのは本人と家族であり利用者に請求して欲しい」と伝え、

デイサービスは家族に請求しました。ところが家族は、「Ｈデイサービスを勧めたのはケアマネジャーであり

、ケアマネジャーのミスだ」として、ケアマネジャーに負担するよう求めてきました。
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